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◇ 8月の成立件数は85件でした。
◎すべて無料です。
◎登録品紹介後のトラブルは、当事者間の
　責任で解決してください。
◎下の表は9月9日現在の登録状況です。

気をつけて！乳幼児の事故
　赤ちゃんがハイハイやつかまり立ちをするようになると、とてもうれしい
ですよね。でも元気に動き回るようになると、思いもよらない行動をとり、保
護者の目の前でも事故が起こることがあります。どのような事故が多いのか、
気をつける点は何か、考えてみましょう。

　0歳を除く1歳から19歳の死因の第一位は「不慮の事故」で、
1960年以降この傾向は変わっていません。
　起こる事故の種類は、月齢や年齢によって変わってきます。

問 合 せ

消費生活センター
☎221-1054

　見知らぬ外国の旅行会社
から、『お客様プレゼント』
というスクラッチくじがエア

メールで届きました。削ってみたら「３
等の10万ドルが当たりました。当選者
は会社へ電話を」とありますが、信用で
きるでしょうか。

　10万ドルも当たったと聞
くとつい電話したくなりま
すが、これはいわゆる『当選

商法』です。電話をすると「当選金を
受け取る手続のための諸費用」、外国
の場合は「為替手数料」「小切手作成

海外のスクラッチくじに ご注意を！

代行費用」などが発生するという話が
始まり、言葉巧みに振り込ませようとし
ます。振り込んだところで、当選金が
確実に手に入る保証はありません。
　今回の相談ケースでは、何人かに送
られた抽選券の番号がすべて同じでし
た。実体のないスクラッチくじと思わ
れます。
　高額な当選金が記載されていても、
安易に信用しないでください。また国
内で海外宝くじを購入すると、刑法に
抵触する恐れがありますので、くれぐれ
もご注意ください。

成長によって危険も変わる

下駄箱、ベッド(ダブル・シングル・ソファー・
折りたたみ)、衣

い こ う

桁、掃除機、冷蔵庫、洗濯機
（二槽式・全自動）、テレビ（ブラウン管・ 
ビデオ付）、衣類乾燥機、ジューサー、炊飯器

ベビーサークル、ベビーベッド、チャイルドシー
ト、ベビーカー（A・Ｂ・双子用）、ノートパソコン、
トレース台、文机、プリンター（パソコン用）、
制服女子（常葉学園高校・庵原高校）

自転車（12 ～ 27インチ）、自転車用子ども
乗せいす（後ろ）、一輪車（16 ～ 18インチ）、
MDコンポ、CDラジカセ、CDプレーヤー、卓
球台、キーボード、クラリネット、木琴、ウクレレ

植木鉢、人台、かめ、はたおり機、ミシン（ポー
タブル・業務用）、茶釜、健康器具（自転車こ
ぎ）、ル―ター（ステンドグラス用）、ヘルメット、
はしご、鳥かご、水槽、手さげ金庫、すいれん鉢

座卓(88×149㎝）、姿見、ベッド（二段）、サイ
ドボード、丸テーブル（折りたたみ）、座いす、
食器棚、DVDデッキ（再生専用）、小型サー
キュレーター、パン焼き機、布団乾燥機

自転車用子ども乗せいす（前）、木炭（バーベ
キュー用）、剣道防具一式（中学生用）、キャ
ディバッグ、ゴルフクラブ一式（女性）、ラケット

（バドミントン・スカッシュ用）、大正琴

祝着（七五三３歳男児・５歳男児用）、五月人
形、歩行器、おまる、ライティングデスク、そろ
ばん、ランドセル（ピンク）、鉄筆、ワープロ、ス
キャナー、園服（静岡南女児）

留守番電話機、瓶（梅酒用）、簡易印刷機、
スーツケース、ポータブルトイレ、蚊

か や

帳、かめ
（梅干し用）、お経机、餅箱、金庫、ホーロー容
器

　　手すりの高さや
　  近くのものに要注意
　ベランダなどの手すり柵の高さは足
掛かりから90cm以上にし、物を置くと
きは手すり柵から60cm以上離しましょ
う。置いてある物に2cm以上の突起が
あると、足掛かりにして登ってしまうこと
があるので要注意です。また、階段の
上下の入り口には、柵を付けましょう。

●階段に転落防止ガードを取り
つけていたが、すり抜けて階段を
降りようとして転落した。（1歳）
●ベビーベッドから身を乗り出し
て、頭から転落。手すりが付い
ていたが、手すりを超えるくらい
に身長が伸びていた。（1歳）
●ソファーの肘

ひじ

掛の上に立って
風船をつかもうとして、顔から落
ちた。（1歳）

●ベビーカー
やベッドから
の転落

7か月頃

●薬、洗剤、タバ
コなどの誤飲

12か月頃

●炊飯器、ポット、
アイロンなどに
よるやけど

1歳2か月頃

●スープやコー
ヒーなどの高温
液体、ストーブ
やヒーターによ
るやけど

こんな事故が 事故を防ぐために ～家庭内での予防策～

ご確認ください！
ライターのPSCマーク
　子どものライターの火遊びによる
事故を防ぐため、消費生活用製品安
全法が改正され、９月２７日以降、本
体にPSCマークが付いたものに限り
販売できるようになりました。PSC
マークの付いたライターは、子ども
が容易に操作できないチャイルドレ
ジスタンス機能が付いています。
※燃料容器が金属製のものなど、一
部規制対象外のものもあります。

寝返り ハイハイ つかまり立ち よちよち歩き
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起こっています

●洗面所の扉内に置いてあった洗濯洗剤をなめてし
まった。（1歳）
●ままごとのニンジンを飲み込みそうになった。（1歳）
●椅子にかけてあったズボンからタバコを取り出して、
１本半ほど食べてしまった（1歳）

●アイロンをしている母親のそばに子
どもが寄ってきて、誤ってアイロンに
触れて手をやけどした。（0歳）
●つかまり立ちしようとした子どもが、
炊飯器の蒸気が出る部分に手をつい
てしまい、やけどを負った。（1歳）
●台所にあった炊飯器の上に座って
しまい、蒸気でお尻をやけどした。（1
歳）

転 落

誤 飲

や け ど

　　お風呂の残し湯も
　  注意が必要
　湯船などに転落し、おぼれることがあ
ります。洗い場から浴槽の縁の高さが
50cm以下の場合は危険です。風呂の
入口に鍵を掛けておくなどの対策をし
ましょう。

　　口に入れやすいものは
　  手の届かないところへ
　6か月頃になると、手でつかんだ物を
口に持っていくことができるので、誤飲
の危険があります。飲み込んだものが
気管に詰まり窒息することもあります。
口に入れやすい小さなものは手の届か
ないところに置きましょう。

　　50℃以上であれば
　  やけどの原因に
　ストーブやアイロンはもちろん、家庭
内にある熱源のすべてがやけどの原因
となります。50℃以上の熱を持ったも
のであれば、やけどをする可能性があり
ます。乳幼児を熱源に近づけないよう
にしましょう。

●PSCマークの付いた製品であっ
ても、子どもには使わせないよう
に注意してください。


